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ため池，よ淡路に１く のめ ぐみを

災害等

に備え

守 Ｊ
ｌ
ｙ

もた らし てく れて いま す。

地域 みん なで

言言‰を

ｉ
同
日
】

（お ｌｉロ２年５ ＪＩ 末１１を

たい と考 えて いま す。

ため池の所有者・管ＪＩ者のｌａ

ぜひ届｛ｒす 出を お願 いし ます。

■届け出 を提出し てく ださ い。

■ため池工事を行 うと きは市役所へ相談 して くだ さい。

■　■ＪＩきが・４ｔ した１台は「ため ｉｔ１１１１Ｊｌ ｉ・」を ｌｌ ｉし てく ださ い。
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すべて・農業用ため池で市への届出力ヽヽ必要です，

届出が必要と なる ため池は ″？

ため 池の 大小 にか かわ らず、農 業１１１ に利 ＪＩ され る全 ての ため 池で Ｊｉ ｉが ｉ， １１ です 。ま た、

１１在利 ＪＩ され てい ない ため 池で も、 ｉａ 去に 農業 Ｆｎ に利 用さ れて いた もの は、 届出 が必要で す。

届出 をし ない とど うな るの ″？

Ｊｉ ｉの ない ため 池は 農業 Ｊ１１施 ａと みな され ず、 災害 発ｔ 時に 農業 ｍ施 設災 害復 ｜日 事業 の対

象に なり ませ ん。 また、淡路島ため池サポー トセ ンタ ーで のた め池のき９な維持管ｉｌ・瑰
Ｓに 関す るキ目談 （キ目ａ 料隻料） を■ ける こと はで きま せん 。市 ９所 から ため ｌｔｌｌ ｌｉ けの ｌｌｉ

につ いて催告 を受 けて も、 なお提出 しな い場合は ｉａ料が科さ れま す。

どんな内容を届け出る の″？

ため １き Ｊｉ６け に、 ①た めｌｉの もね、②ため ｌｉ のｉヲｉ さ１ｔ！！、 ②・ ＪＩ き・ 所有きの ４ｉ Ｓ、 ④た め１ｔ！１のほ

ｉ； （ｊｌｌｉ、 ｊｌａ、 お水ａ） 、⑤ため１１ によ るｌａＳＭな どを Ｒ觀 しま す。
作成 にあ たっ て不 １！ｌｌ な点 は、 ため池所在地の市役所 まで お尋 ねく ださ い。 届ｔ書の様式は

市役所に連絡いた だけ れば郵送等でお届 けし ます。ま た県のホ ームペー ジか らダウン ロー
ドも でき ます 。市役所の連絡先 ・ホ ームペー ジア ドレ スは、下部を ご覧 くだ さい。

ため池管 ＩＩ 者が交代 する とき はど うす るの ″？

管ＪＩＩＩ者 が交代す る時 は、 変更届を 市役所に 提出 する 必要 があ りま す。

ため池届 を出 すと 、災害が発ま した 時に責任 は問 われ ない の″？

われ る場合があり ます。

ため １きＪＩ をＪｉｉ いた だい た■ＪＩきの力に は、 ため １きの・ＩＩ にａｌｌつ１肖Ｓ を載せた 「た めｌｌだ より 」がＪＩ きま す。

また４Ｊ車ＳＳ本土ｌｔ！！ａＪＩ事Ｓ所ではため１きのＷＩＩにｌｉ・つ「た め１１１１１マニ ュアル」 「た め１きお回り ｆＳ」を搾縦 しホー

ムページでもぬ関 していま す。 印刷・製本さ れた ものは土地改良事務所で無償で配布 して いま すのでご利用下さ い。

ため 池届 けに つい ての 詳し いこと は、 ホームページをご覧く たさ い ｈｔｔｐｓ： ／／ｗｅｂ． ｐｒｅｆ．ｈｙｏｇｏ ．ｌ ｇ．ｊｐ／ａｗｋ１０／ｔａｍｅｉ ｋｅｈｏｕｔｏｄｏｋｅｄｅ． ｈｔｍｌ

Ｓ本市産業振興都農ｌｔ！！ＭＳＳ　 ０７９９－２４－７６３９

南あ わじ 市産・建ａ都農１ｔ！！Ｍ備ほ　 ０７９９－４３－　５２２５

淡路市産業振興部農ｌｔ！！整ＳＳ　 ０７９９－６４－２１ ９０

淡路県ＲＳ５１Ｍ本土ｌｔ！！改良事務所　 ０７９９－２６－２１ １８

【た め１ゼｌのきｉＪ なａ持・９１ ・ＭＳに Ｍす るキ目ま は】

淡路島た め池ｇ全サポ ート セン ター　 ０７９９－６４－１２０３

届出をすぺき人は ″？

ため池の 管ＪＩ者 又は所有 者で す。


